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,こそ憲法第25条の実現を !

弁護士 加藤 美代
かとう みよ

妻千■==■ウイアレス感染流行の被害、 7月 集中豪雨の

被害に苦しんでおられる皆様にお見舞い申し上げます。

当事務所も創立以来、初めて営業時間の短縮や在宅勤務

などの対策 こ取 |,組みましたE現在もヽ 相談室へのアクリ

ル板の設置、所内の消毒、所員のマスクの着用などの感染

防止策を徹底しています。

さて政府は、5月末に緊急事態宣言を早々に解除しまし

た。その後全国各地で次々と緊急事態宣言時を上回る感染

者が報告されているにもかかわらず、感染拡大防止策はき

わめて不十分です。それどころか、大切な税金をたくさん

使った「GoToキ ャンペーン」など、感染拡大につなが

る施策を前倒しで実施しています。

憲法第 25条は、 1項で「すべて国民は、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する」と国民の生存権を

保障し、その2項で
~国

|ま、すべての生活部面について、

社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな

|すればならない」と国の責務を明記していますc

ところが、この間政府|ま医療費抑制を旗印に病院の統廃

合を進め、行政改革と称してイ剰建所の統廃合や職員削減を

進めてきました。そうした状況下でも、日本の医療は、そ

こに携わる人々の献身的な努力によって、かろうじて支え

られていたことが、コロナ禍のなかで明らかになりました。

憲法第25条に定められた責務を、国が果たしていないの

です。

政府に、医療、仕事、教育、生活という国民の生存に関

わる対策を求めることは、国民の権利です。それに応じな

い政府はとりかえることも。皆さん、今こそ日本国憲法の

実現を求めて一緒に進みましょう。
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新型コロナを理由に
休職s解雇と言われたら

よしかわ てつ じ

弁護士 吉川 哲治

鰈 濶鰊 薇

新型コロナは再流行の兆しを見せておりますが、そ

の中でも皆様が心配しておられるのは、自分自身や家族

の健康はもちろんのこと、新型コロナのせいで職を失う

などして、生活が脅かされてしまうことではないでしょ

うか。

そ こ で 、 こ の 記 事 で は 新 型 コ ロ ナ を 理 由 に う相
1哉

を 指 示
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説します。なお、より詳しく知りたいという方は、日本

労働弁護団のホームページをご覧下さい。

(http://roudou一 bengodano org/covid_19/)

れない場合は、労働者が自ら申請して休業手当ヤ鉢目当す

る支援金・給付金を受け取れるようになりましたので、

こちらも是非ご活用くださしゝ

蝙蝙魃蠅蒻ヅ蝸凩鰈鰤

新型コロナの感染拡大防止を理由に会社から休むよ

う指示された場合でも、労働者は糸餅斗を全額支払っても

らうことができます。「働かないのに糸餅斗がもらえる

の ?」 と思われるかも知れませんが、働こうとしている

のに会社の命令で働かせてもらえないのだから、労働者

には給料を支払ってもらえる権利があるのです。そして、

労働基準法では『休業手当は糸餅斗の60%以上』と定め

られていますが、これは『最低でも糸餅斗の60%は支払

わなければならない』というもので、民法では全額支給

が原則とされていますから、労働者は会社に対して糸斜斗

全額を支払うよう求めることができます。

これは、いわゆる緊急事態宣言が出されている場合で

も同じです。なぜなら、仕事のために外出することは

『不要不急の外出』とはされていないため、宣言が出さ

れていない場合と同様に「会社の命令による休耳調 に変

わりないからです。

また、休職中の労働者に会社が糸斜斗を支払った場合、

その多くは拡大された雇用調整助成金で賄われるように

なっていますから、会社力準」産する恐れを過度に心配す

る必要もありません。

なお、7月 10日 から、会社が休業手当を支給してく

輻颯鶯蜻晰郎枡冬隋鰊

新型コロナの感染拡大を理由に会社の業績が悪化、

もしくは悪化することが予想されるとして、多くの会社

'r、

員整理を1テ して また し:し 、菫理さi11,=i

にしてみればたまったものではありません。

このような解雇はいわゆる整理解雇と呼ばれ、労働

者側の理由 (怠業や不祥事など)で解雇される場合では

ないため、厳格な要件を満たさない限り解雇は有効とは

なりません。本当に会社の業績は悪化しているのか、

様々な行政の支援を活用すれば人員整理を避けられるの

ではないか、解雇される労働者の選定は公平で合理的か、

きちんとした手続きが守られているか等々を会社に追及

していきましょう。また、非正規雇用の方でも、一定の

場合には雇い止めに正当な理由が必要とされて、正社員

と同じように保護される場合がありますから、簡単に諦

めるのは早計です。一度弁護士に相談してみて下さしヽ

なお、解雇通告された時に、退職届へのサインを求

められることがありますが、サイン1/て しまうと自主退

職扱いにされ、争うことが出来なくなったり、失業給付

の申請で不利に扱われたりしますので、決してサインし

ないで下さい。

5月 9日 愛知県医労連主催「医療・介護労イ重力110番」
(写真左は電話相談を受ける吉川弁護士)
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生活保護裁判
…名古屋地裁が不当判決―

弁護士 金井 英人
かない ひでひと

犯罪被害者給付金訴訟
―同性パートナーの遺族に対して一

うらの ともふみ

弁菱士 浦野 智文

瞼燿薇轟裁判とは

生活保護の生活扶助基準が、2013年 8月 以降 最大

10%も引下げられたことについて、引下げは違憲である

として、国や自治体に対し処分の取消し等を求めて全国 2

9地裁で争っている裁判の愛矢1珊辞 半ヽI勝七が、 2020年 6

月 25日 ~言
い渡されました。

名古屋地方裁判所民事第 9部 (角谷昌毅裁判長)が言い

渡したその内容は、国の主張を鵜呑みにし、その広い裁量

を手放しに認めるような、到底容認できないひどいもので

した。

黎澱の不当性

裁判で争われた生活扶助基準の引下げは、参考となる統

計のデータの選別や、その計算方法について、本来用いる

べきデータや方法を用いず、意図的に、物価が大きく下落

したように見せかける方法を選択した等の重大な問題を抱

えるものです。その国の行為の異常性は誰が見ても明らか

であり、統計の専門家が証人として出廷し問題点を訴えた

にもかかわらず、裁判所は問題点を直視せず、国の行為を

まる飲みして認める結果になりました。そして、裁判所は、

ちまつさえ、それ|ま

~自

民党の政策として国民感情を踏ま

えたもの_であるとまで述べましたこ

罐仄慇齊鼈靱凸齊胚冬蘊奢髯髯珀紆饂

生活扶助基準|ま生活保護受給者だ|す の問題ではなく、こ

の国に住む人々の最低生活水準に関わる問題です。これが

下がるということは、社会全体の生活水準のラインが引き

下がることも意味します。問題に対する社会の理解を深め

る努力を怠ることなく、憲法で保障された健康で文化的な

生活を守るため、これからもたたかいを続けて行きます。

犯罪被害絵付制度とは

犯罪被害給付制度とは、殺人などの故意の犯罪の被害に

遭って亡くなられた方の遺族などに対し、国が給付金を支

給する制度です。

冤鼈渾簑沐不簑八袢痒齊罐

原告は、20年以上も一緒に生活した同性のパート

ナー (被害者)が殺害されてしまいました。

この制度で国から給付金の支給を受けられる遺族の範

囲として「配偶者 (事実上女散因関係と同様の事情にあっ

た者を含む)」 と規定されています。原告は、被害者に

とって、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」で

あるとして、給付金の支給を申請しました。ところが、

これに該当しないとして、不支給とされてしまいました。

炉な不魃檜奢弛佛痒貪嶼魏六

原告は不支給の判断を覆すため2018年 7月 に名古屋

地裁に提訴しましたが、2020年 6月 4日 、名古屋地裁

民事 9部 晩 谷昌毅裁判長)|ま、原告の請求を棄却しまし

たcその理由|ま、 ~同陛間の共同生活関係が夕散因関係と同

視し得るものであるとの社会通念が形成されていない」と

いうものでした。この判決は、少数者の権利を守るべき立

場に立つ司法権が、 「社会通念」という多数者から認めら

れていないことを理由に、少数者の権利が保護されないと

している点で、憲法の理念をないがしろにした極めて不当

な判断と言わざるを得ません。司法権の役割に真っ向から

反するものであり、到底看過できるものではありません。

これからも精一杯、この裁判に取り組んでいく所存です。

ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
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うらの ともふみ

一身上の都合により、2020年 6月

末 日付で、退所致しました。

在所中には、友の会の皆様をはじめ、たくさんの

方々にお世話になりました。ここでできたつながり

は私の一生の財産です。
7月 からは大阪で勤務いたしますが、名古屋法律

事務所で得た経験を活かして、精一杯頑張ります。

本当にありがとうございました。

紆瑕財輻ヲ颯扮螂

弁護士 浦野 智文

聰靱矢螂骰鰤憮6脩

弁護士 水谷 陽子
みずたにようこ

4年半東京で経験を積み、実家 0

二重県の近 くへ との思いで 7月 より

当事務所へ移籍 しま した。

東京ではLGBT支援活動や地域のボランティアグ

ループに参加 したり、ご依頼者様の経営するスナッ

クや居酒屋で飲んだ りと、人との出会いを楽 しみま

した。この愛知での新 しい出会いも楽しみです。
どうぞよろしくお願い致します。

皆様に安心して

お越 しいただける

よう、受付に消毒

液を設置、室内の

換気にも気をつけ
ています。

相談室には飛沫

感染防止のアクリ
ル板を立て、机な

どは定期的にアル
コール消毒を行っ

ております。

世論の多くは、安倍首

相の下での改憲を望んで

はいません。改憲発議を

許さず、改憲国民投票を

許さないたたかいが重要
です。

あらくさ同封の 「安倍
9条改憲NO!改 憲発議

に反対する緊急署名」に

ご協力ください。

署名用紙のご送付には、
返信用封筒をご利用くだ

さい。

難魚珊轟ま[√欄農罐士I堆lli:靡鱚鼈鱚瘍勒祗辣晰笏蝠鐙靡

電話相談やWeb相談も受け付けてお りますので、

お気軽にお問い合わせください。

(事務局長 0徳永真由美 )

法律相談は、あらかじめお電話またはホームページの予約フォームでご予約<ださい。

愛知県弁護士会所属  弁護士 松本 篤周 弁護士 加藤 美代 弁護士 兼松 洋子 弁護士 樽井 直樹 弁護士 吉川 哲治

弁護士 酒井 寛  弁護士 金井 英人 弁護士 中川 亜美 弁護士 小宮 千歩 弁護士 水谷 陽子

名古屋税理士会所属  税理士 西村 匡史 税理士 丸山 良恵 税理士 小鹿 啓子

弁護士法人 名古屋法律事務所 本部事務所/名古屋法律事務所友の会“・ 丁EL 052-451-7746 FAX 052-451-7749

弁護士法人 名古屋法律事務所 みなと事務所

税理士法人 なごや経理………………………"…………………"………………

友の会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら、本年の総会及び記念講演、秋のバス旅行を中止 とい

たしました。楽しみにしてくださっていた皆様には申し

訳ございません。

来年の企画については、最新の状況を踏まえ慎重に検

討 し、あらくさやホームページでご案内いたします。

お悔やみ

2月 18日 ご逝去

友の会副会長 下村伸一郎 さん (享年70歳 )

日本共産党や民主商工会でご活躍されたのち、

友の会幹事として長きにわたって運営を担って

いただきました。生前のご厚情に深く感謝する

とともに、心からご冥福をお祈 りいたします。

TEL 052-659饉 7020 FAX 052-654-7749
丁EL 052-451-7747 FAX 052-451-7748

ホームページ http://www.nagoyalaw.com  Eメール info@nagoyalaw.com

名古屋法律事務所友の会ニュース「あらくさ」第 118号 ●発行/2020年 8月 ●発行者/愛知県弁護士会所属 弁護士法人名古屋法律事務所 弁護士 松本 篤周 〒453-0014名 古屋市中村区則武 1丁目 10番 6号側島ノリタケビル 2F
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